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１ 高齢者施設、障がい者施設、保護施設、矯正施設における新型コロナワクチン接種について 

高齢者施設、障がい者施設、保護施設、矯正施設など（以下、「施設等」という。）の入所者及び

従事者（以下、「入所者等」という。）における新型コロナウイルスワクチンの接種については、     

平時の定期接種を基本としつつ、効率的な接種及び接種後の健康観察等も踏まえ、施設等の状況に

応じて接種方法を検討していただく必要があります。主な接種方法は以下のとおりです。 

 

（１）地域のクリニックや集団接種会場で接種 

入所者等が個別に接種予約を行い、地域のクリニックや集団接種会場でワクチンを接種します。 

・接種予約は、スマートフォンやパソコンから、下記「新型コロナワクチン接種予約サイト」

でインターネット予約を行います。接種予約サイトの利用が難しい場合は、下記「福岡市   

新型コロナワクチン接種コールセンター」にご連絡ください。 

・入所者が、かかりつけ医の往診医（または協力医療機関）による往診の際にワクチン接種を

受けることを検討されている場合は、個別にかかりつけ医にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設内で接種（出張接種） 

施設等が嘱託医等と協議し、入所者等の接種を実施します。要介護等の状態や障がいの特性に

よりクリニックや集団接種会場での接種が困難な方は、入所する施設等において嘱託医等の所属

医療機関が接種実施医療機関等（以下、「接種医」という。）である場合、施設等において接種    

（出張接種）ができます。 

当該施設内で、訪問によるワクチン接種を行う場合は、次ページ以降を参考に接種の準備を   

お願いします。 

 

※ 施設等の入所者等が全員同じ方法で接種する必要はなく、入所者等の希望や状態、施設等の  

特色によって、（１）や（２）を組み合わせて接種を行うことも可能です。 

 

  

新型コロナワクチン接種予約サイト：https://vaccines.sciseed.jp/fukuokacity/login 

福岡市新型コロナワクチン接種コールセンター：電話番号 092-260-8405 
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（３）高齢者施設における入所者及び従事者への接種の進め方 

＜高齢者施設別接種方法の考え方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設  

・接種医になることで、当該施設で接種することができます。 

・施設の医師等の所属機関が接種医に該当する場合も、当該施設で接種することができます。 

 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）  

・嘱託医等の所属医療機関が接種医である場合は、嘱託医等に依頼し、施設内での接種を行う   

ことができます。 

・嘱託医等の所属医療機関が接種医に該当しない場合は、福岡市に登録があるその他の外部    

接種医※に依頼し、施設内での接種を行うことができます。・ 

 その他の高齢者施設（有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人

ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス）  

・かかりつけ医など外部の医療機関での受診が可能な入所者は、外部の医療機関で受診、接種を

してください。なお、市が開設する集団接種会場での接種も可能です。 

・協力医療機関、かかりつけ医の所属医療機関が接種医である場合は医療機関に依頼し、施設内

での接種を行うことができます。 

・協力医療機関、かかりつけ医の所属医療機関が接種医に該当しない場合は、福岡市に登録が   

あるその他の外部接種医※に依頼し、施設内での接種を行うことができます。 

※福岡市に登録のあるその他の接種医のリストをホームページにも掲載しております。 
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（４）障がい者支援施設等における入所者及び従事者への接種の進め方 

＜障がい者支援施設接種方法の考え方＞ 

 

 

 障がい者施設  

・嘱託医の所属医療機関や協力医療機関が接種医である場合は、嘱託医等に依頼し、施設内での   

接種を行うことができます。 

・嘱託医の所属医療機関や協力医療機関が接種医に該当しない場合は、福岡市のその他の接種医※

に依頼し、施設内での接種を行うことができます。 

・かかりつけ医など外部の医療機関等での受診が可能な入所者は、外部の医療機関等で受診、接種

をしてください。市が開設する集団接種会場での接種も可能です。 

※福岡市に登録のあるその他の接種医のリストをホームページにも掲載しております。 

 

＜障がい者支援施設等の範囲＞ 

・障がい者支援施設（施設入所支援） ・共同生活援助事業所 

 

 

 

  

 
 

障がい者支援施設等    
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（５）通所サービス事業所（高齢者施設及び障がい者施設等）における利用者及び従事者
への接種の進め方 

・（３）（４）に準じた取り扱いとします。 

 

＜通所サービス事業所の範囲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

（６）施設等における接種方針の決定 

 「１（３）高齢者施設における接種の進め方」および「１(４) 障がい者支援施設等における   

接種の進め方」に沿って、施設等における接種方針を決定していただくことが必要です。 

① 接種する方法 

 

②「ア 施設内での接種」の対象者 

 

③ 接種医療機関の選定 

      

  

ア 施設内での接種 

イ 外部医療機関の受診による接種 

ウ 集団接種会場による接種 

エ 入所者やその家族に任せる 

ア 入所者 

イ 入所者と従事者 

ア 施設の常勤医師や嘱託医の所属医療機関 

イ 併設している医療機関 

ウ 協力医療機関 

エ それぞれのかかりつけ医 

オ 近くの接種実施医療機関に依頼 

・通所介護          ・地域密着型通所介護   ・療養通所介護  

・認知症対応型通所介護    ・通所リハビリテーション ・小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 

・生活介護          ・自立訓練（機能訓練）  ・自立訓練（生活訓練）   

・就労移行支援        ・就労継続支援Ａ型    ・就労継続支援Ｂ型   

・就労定着支援 
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（7）接種券について 

・ワクチン接種を受けるためには、各自治体が発行する接種券が必要です。 

接種券は住民登録を行っている住所※に送付されます。施設において入所者等の接種の調整を

行う場合は、本人や家族と相談し、接種券を入手してください。 

※ 住民票上の住所地が福岡市外の入所者等は、住所地の自治体で接種券を発行します。  

（福岡市で接種券の発行は行いません。）接種券の発行時期等は各自治体にご確認ください。 

 

 ・接種券は、追加接種可能な全ての方（１・２回目接種を完了し、前回接種から 3 か月経過する

方）に順次発送いたします。 

※ 接種を希望される利用者または施設等従事者のうち、前回接種から３か月が経過してもな

お接種券がお手元に届かない方については、接種券発行申請サイトまたは「接種券・証明

書発行事務センター」（092-753-9455）で手続きをお願いいたします。 

※ 以前送付された接種券を使用せずお持ちの方は、お手元の接種券で接種が可能です。 

 

 

  接種券発行申請サイト 

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure/4977868341922449489 

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure/4977868341922449489
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＜参考＞従来株接種における「高齢者施設等の従事者」の対象者 

 
高齢者施設等の範囲 
対象の高齢者施設等には、例えば、以下の施設であって、高齢者等が入所・居住するものが  

含まれる。 
 

○ 介護保険施設 
・ 介護老人福祉施設 
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者 
生活介護 
・ 介護老人保健施設 
・ 介護医療院 
○ 居住系介護サービス 
・ 特定施設入居者生活介護 
・ 地域密着型特定施設入居者生活介護 
・ 認知症対応型共同生活介護 
○ 老人福祉法による施設 
・ 養護老人ホーム 
・ 軽費老人ホーム 
・ 有料老人ホーム 
○ 高齢者住まい法による住宅 
・ サービス付き高齢者向け住宅 
 

○ 生活保護法による保護施設 
・ 救護施設 
・ 更生施設 
・ 宿所提供施設 
○ 障害者総合支援法による障害者支援施設等 
・ 障害者支援施設 
・ 共同生活援助事業所 
・ 重度障害者等包括支援事業所（共同生活援
助を提供する場合に限る） 
・ 福祉ホーム 
○ その他の社会福祉法等による施設 
・ 社会福祉住居施設（日常生活支援住 
居施設を含む） 
・ 生活困窮者・ホームレス自立支援センター 
・ 生活困窮者一時宿泊施設 
・ 原子爆弾被爆者養護ホーム 
・ 生活支援ハウス 
・ 婦人保護施設 
・ 矯正施設 （※患者が発生した場合の処遇に
従事する職員に限る） 
・ 更生保護施設 

 
 

以下の居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者も、高齢者施設等の従事者の
範囲に含む。 
 
（居宅サービス等（介護）） 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間
対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応
型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居
宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、居宅介護支援 
（注）各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービス・介護予防ケアマ
ネジメント）を含む。 
 
（訪問系サービス等（障害福祉）） 

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援（訪問系サービス等を提
供するもの）、自立生活援助、短期入所、生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支
援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 
（注）地域生活支援事業（訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、専門性の高い意
思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、
相談支援事業）を含む。 
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【接種券送付用封筒】              【1・2 回目接種券】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【３回目以降接種券（予診票一体型）】 

 

 
  

見本 

見本 
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２ 施設内での接種（出張接種）の実施について 

出張接種とは、施設側が接種医と調整し、施設内で入所者等の接種を行うことをいいます。 
 

（１）接種意思の確認、対象者の接種可能日の把握・接種券の収集 

① 接種意思の確認 

新型コロナウイルスワクチンの予防接種は、接種による効果と副反応のリスクの双方について

理解した上で、自らの意思で接種を受けていただくこととなります。受ける方の同意なく、接種

が行われることはありません。 

入所者等には、接種券に同封されている「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」の

内容をご説明いただき、接種を希望するか否か確認してください。 

 

② 対象者の接種可能日の把握・接種券の収集 

入所者等の接種可能日を把握し、対象者が接種可能な時期になりましたら速やかに出張接種を

実施できるよう、接種券の収集をお願いします。 

住民登録の住所地が施設外の入所者については、ご家族等に依頼するなどして、接種予定日 

までに接種券を施設に取り寄せる手配をお願いします。 

 

 

＜施設の入所者で、接種予定日までに施設へ接種券を取り寄せることが困難な場合＞ 
住民登録住所（福岡市内に限る）が施設外の入所者で、ご家族等に依頼しても、接種予定日    

までに接種券を施設に取り寄せることが困難な場合には、施設からの申請に基づき、施設宛に  

直接、接種券を発送します。 

当該入所者の情報を下記様式の申請書に記載し、下記電子申請システム（高齢者施設等 への

接種券送付申請）に添付して申請してください。申請状況により、申請から１週間程度で発送  

いたします。 

 

 

様式 高齢者施設等への接種券送付申請書（福岡市ホームページに掲載） 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/coronavaccine/health/koureisyashisetsumuke.html#sisetuken 

  
 

申請 新型コロナワクチン出張接種（高齢者施設等への接種券送付申請） 
https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/vaccine-syuttyou-tyokusou 

 

 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/coronavaccine/health/koureisyashisetsumuke.html#sisetuken
https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/vaccine-syuttyou-tyokusou
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（２）接種医の決定、スケジュールの調整 

嘱託医やかかりつけ医など接種医と協議を行い、接種希望日程、接種希望人数、接種場所及び

設備等を説明のうえ、施設内での接種の実施の可否、日程、接種人数を決定してください。 

なお、令和 5 年秋開始接種における出張接種に使用するワクチンは、出張接種実施医療機関に

より「ファイザー社製オミクロン株 XBB.1.5 対応１価ワクチン」または「モデルナ社製オミク

ロン株 XBB.1.5 対応１価ワクチン」のいずれかとなります。事前に医療機関にご確認ください。 

接種日程及び接種人数については、接種医と相談の上、できるだけまとまった接種となるよう

ご協力をお願いいたします。 

※新型コロナワクチンについての詳細は、下記厚生労働省のホームページをご確認ください。 

      ○厚生労働省ホームページ『新型コロナワクチンの有効性・安全性について』 

        https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html 

＜留意事項＞ 

 ・接種日は、複数日で設定することが可能です。入所者の人数や状態を踏まえ、接種医と相談

のうえ、スケジュールを決定してください。 

 ・令和 5 年秋開始接種における出張接種に使用するオミクロン株対応ワクチンは、前回接種か

ら３か月以上経過した方に加え、１・２回目接種を終えられていない方も使用できます（い

ずれの場合も１２歳以上の方に限る）。 

・１・２回目接種を希望する場合は、福岡市新型コロナウイルスワクチン接種担当（出張接種）   

（092-711-0720）にご相談ください。 

（３）オンライン（電子申請）による予約および接種医への連絡 

接種日や人数が決定したら、オンライン（電子申請）「新型コロナウイルス出張接種（予約用）」

から予約ください。詳細はホームページに掲載の「出張接種（予約用）システム操作マニュアル」

をご参照ください。 
予約の申請期限は、出張接種を実施する日の７営業日前（土、日、祝日を除く）です。予約後

は、接種医へ予約内容を連絡ください。 

   

新型コロナワクチン出張接種（予約用） 
https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/vaccine-syuttyou-yoyaku5 

 

＜留意事項＞ 

・接種日が複数日にまたがる場合は、１日ごとに予約ください。 

・予約内容に応じて、接種日の前日までに、ワクチンを接種医に配送します。 

 

＜申請後に予約内容に変更が生じた場合＞ 
電子申請で、「この申請を元に新たに申請」と「元の申請を取下げ」を行ってください。  

ただし、申請のステータスが「処理中」に移行している場合、申請者はシステム上で取下げ

ができません。必ず、福岡市新型コロナウイルスワクチン接種担当（出張接種）（092-711-

0720）へ電話連絡し、取下げを依頼してください。取下げを行わないと重複申請になります

のでご注意ください。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html
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（４）接種前の準備について 

接種日前日まで 

① 接種券の準備 

・ワクチン接種時には、接種券（予診票一体型）が必要です。 

・予診票については、事前に記入できる箇所の記入を済ませておくように入所者等に周知して

ください。 

・接種券を紛失した場合は、発行元の市町村に再発行を依頼してください。 

（接種日までに手元に届くようご準備ください。） 

 

② 接種医の作業スペースの確保 

事前に接種医と打ち合わせを行い、当日に接種医がワクチン接種の準備のために使用する   

スペースの確保をお願いします。 

 

接種日当日 

① 接種予定者の体調確認 

接種予定者の検温を済ませ、予診票の記入をお願いします。具合の悪い方や発熱症状のある方

は接種医にご相談ください。 

 

② 接種予定者の服装確認 

  ワクチンを肩付近に接種しますので、半袖の服など、肩を出しやすい服装を着用するよう  

入所者等に周知をお願いします。 

 

③ 接種医等のサポート 

円滑なワクチン接種が実施できるよう、接種医の指示に従いサポートをお願いします。 

 

＜接種日当日までに接種券が届いていない場合＞ 

（住民登録地が県内の方） 

 「予診票（予備）」を使用し、後日、被接種者に届く「接種券一体型予診票」の接種券部分を切

り取り、接種時に使用した「予診票（予備）」のクーポン貼付欄に糊付してください。 

 ※市内の方に限り、「接種券番号、接種回数、自治体番号」を接種時に使用した「予診票（予備）」

クーポン貼付欄に記入しても構いません。 

（住民登録地が県外の方） 

後日、被接種者に届く「接種券一体型予診票」に、接種時に使用した「予診票（予備）」の内

容を転記し、ロット番号シールを貼付してください。 

 

※「接種券一体型予診票」は、下記からダウンロードできます。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000942334.pdf  
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（５）接種の実施・接種後の対応について 

・予診票は、接種医が回収します。 

・ワクチン接種後は、予防接種済証が交付されますので、接種を受けた本人が保管してください。 

・ワクチン接種直後は、アナフィラキシー症状がないか、接種医が確認しますが、その後の  

入所者の体調に変化がないかを見守りをお願いします。 

万が一、アナフィラキシー症状がでた場合は、状況に応じて接種医に連絡するか救急車の 

手配をお願いします。 

・接種後の報告は、福岡市にオンライン（電子申請）「新型コロナウイルス出張接種（実績報告

用）」にて接種者の報告を行っていただきますようお願いします。報告は接種日から１週間 

以内に行ってください。 

 

 

 新型コロナワクチン出張接種（実績報告用） 
 

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuoka/smart-apply/apply-procedure-alias/vaccine-syuttyou-jisseki5  

 

 

 

 

◆福岡県新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル（9：00～17：00） 

ワクチン接種後の副反応や副反応が発生した際の対応策など医学的な知見が必要と

なる専門的な相談専用ダイヤルを福岡県が設置しています。 

    TEL 0570-072-972（ナビダイヤル） 
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３ よくあるお問い合わせ 

（１）接種対象者に関すること 

 

Q１ 住民票上の住所地が福岡市外の人も、施設内で接種ができるのか。 

A１ 可能です。住民票がある自治体から発行された接種券を使用して接種を受けて    

ください。 

 

Q２ 施設に併設している、通所介護施設（デイサービス）や通所系障がい福祉サービス事業

所などの利用者や従事者も同時に接種することが可能か。 

A２ 可能です。 

 

（２）施設内での接種に関すること 

Q３ 当日、接種ができない者がいた場合、接種を延期することができるか。 

A３ 接種医に相談のうえ、日程調整等を行ってください。なお、ワクチンの廃棄を最小限に

できるよう、別の日程で接種予定であった者が代わりに接種を行うなど可能な限り接種者

の調整等を行っていただきますようお願いします。 

 

Q４ 複数の医療機関に接種を依頼することができるか。 

A４ 可能です。ただし、医療機関ごとに予約、接種等を行うため、各入所者の接種日時、   

接種医療機関等を適切に管理したうえで実施ください。 

 

Q５ 接種医療機関が市外の場合でも施設内の接種は可能か。 

A５ 接種医療機関へのワクチンの配送は接種医療機関がある市町村が行います。実施の可否

については接種医療機関にご確認ください。 

 

Q６ 施設内での接種にあたり施設側で準備する物品等はあるか。 

A６ 接種に必要な物品等は医療機関が準備します。その他、必要に応じて医療機関と調整の

うえ、会場設営や経過観察などへの協力をお願いします。 

 

Q７ 施設側の費用負担はあるか。 

A７ 施設内での接種にあたり、特別な費用負担はありません。また、接種に必要な物品等は

医療機関が準備します。 
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（３）接種の同意に関すること 

Q８ 本人からワクチン接種の同意を得られない場合はどのように対応すればよいか。 

A８ ワクチン接種は強制ではありません。接種を希望する場合は本人の同意が必要です。 

ワクチンの接種に関して十分な説明のうえ、接種医が予診を行ったあと、予診票（接種

券と同封）の同意欄へ本人に署名をしてもらうこととなります。 

   また、重度の知的障がい等で意思の確認が困難な入所者に対しては、家族、後見人、嘱

託医等の協力を得ながら意思を確認してください。 

 

Q９ 同意確認が難しい場合、家族の同意があれば接種可能か。 

A９ 接種にはご本人の接種意思の確認が必要です。意思を確認しにくい場合は、ご家族等に

協力いただき、ご本人の意思確認をお願いします。 

なお、本人が接種を希望されているものの、何らかの理由で本人による自署が困難な場

合は、家族の方や施設職員等に代筆していただくことは可能です。 

 

（４）接種後の副反応に関すること 

Q10 接種後に副反応が発生した場合はどのように対応したらよいか。 

A10 ワクチン接種後は 15～30 分経過を見て、万が一副反応が出ても接種医が必要な対応

を行います。また、ワクチン接種後 1～２日以内に発熱することがあります。入所者等の

状態に応じて接種医に相談するとともに、緊急時は 119 番による救急対応等をお願いし

ます。 

 

その他、福岡市の新型コロナウイルスワクチンの接種に関するお問い合わせについては、 

市 HP にも掲載しています。ご確認ください。 

＊よくあるお問い合わせ＜新型コロナウイルスワクチンの接種＞（福岡市） 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/coronavaccine/health/wakutinqa.html 

 

また、新型コロナウイルスワクチンに関する一般的な情報（副反応等も含む）は、 

厚生労働省 web サイトをご確認ください。 

 ＊新型コロナワクチンについて（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 

 

◆福岡市新型コロナワクチン接種コールセンター 
福岡市の新型コロナワクチン接種に関する問い合わせや相談 

    TEL 092-260-8405 

    ※受付時間 8 時 30 分～17 時 30 分（土曜日、日曜日、祝日も実施） 

  

 

◆厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

コロナワクチン施策の在り方等に関する問い合わせ 

   TEL 0120-761770（フリーダイヤル） 

    ※受付時間 ９時 00 分～21 時 00 分（土曜日、日曜日、祝日も実施） 


